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論文要旨
インドにおいて、サティー（sa�I）とは夫が死んだ際に妻が夫の遺体とともに生きたまま

荼毘に付されること（寡婦殉死）を意味する。サティーになった女性とその家系は、彼女の

その自己犠牲によって、来世において偉大な果報があると考えられ、サティーになる女性は

“貞節な妻”という像が与えられ人々から称賛された。

サンスクリット学者ウェンディ・ドニガー（Wendy Doniger）はサンスクリット諸文献

において、いかにして物語や伝説が創り出され、それらの解釈が注釈書や、解釈書、そして

翻訳によって変容し続け、またそのテクストの変容は時代や地域性、そしてコミュニティに

よっても影響を受け、さらに、それらのテクストは、語り部自身の観念や解釈をそのテクス

トに添えることなどによって、長い時代を経てそのテクストは継続的に変容してきたと強調

する。本稿は、このウェンディ・ドニガーの“オルタナティヴ・ヒストリー”論を基礎とし

て、ヒンドゥー教諸文献において、ヤージュニャヴァルキヤ法典（YAjJavalkya-smR�i）と

その注釈書を中心として、サティーの観念の解釈が変容し続けているということの一部を証

明しようとするものである。

キーワード
サティー（寡婦殉死）、ヒンドゥー教、ヤージュニャヴァルキヤ法典、ミタークシャラー、

バーランバッタ

はじめに
インドにおいて、サティー（sa�I）とは夫が死んだ際に妻が夫の遺体とともに生きたまま

荼毘に付されること（寡婦殉死）を意味する。サティーになった女性とその家系は、彼女の

その自己犠牲によって、来世において偉大な果報があると考えられ、サティー（寡婦殉死）

ヒンドゥー教文献におけるサティー観の変遷
―ヤージュニャヴァルキヤ法典とその注釈書を中心として―

文学研究科仏教学専攻博士前期課程修了

相川　愛美



― 238 ―

をする女性は“貞節な妻”という像が与えられ人々から称賛された。

しかしながら、“サティー”の表象とその意味合いはテクストによって異なる。サティーの

観念は、ヒンドゥー教におけるダルマシャーストラ（Dharma-SAs�ra）やプラーナ聖典

（PurANa）などに言及されているが、時代も背景も異なるサンスクリット文献における“サ

ティー”の解釈は、コンテクストによって異なることは明らかである。

本稿において、筆者はヒンドゥー教諸文献の一つである『ヤージュニャヴァルキヤ法典』

（以下【YAj】と記載）とその注釈書『ミタークシャラー』（Mi�AkXarA）（以下【Mi�】と記

載）を中心として、【Mi�】における注解書『バーランバッタ』（BAlambhatta）（以下【BAl】

と記載）1もふまえながらサティーの解釈に着目し、時代とともに変容するサティー観の考察

を行うことで、ヒンドゥー教諸文献におけるサティーの観念がいかにして形成されてきたの

かというサティー観の変遷の研究に貢献しようとするものである。

1　文献紹介
【YAj】は、AD3-4世紀の著作であると考えられ、ヴェーダ期の有名な学匠ヤージュニャ

ヴァルキヤの述作と仮託して、主に生活規範や法規定が記される。この法典は1．行動の準

則、2．訴訟、3．罪の除去の3部構成で、1010偈から成る。特徴として、全体の記述の簡潔さ

を旨としたコンパクトな文体であるとことが挙げられる。また、口頭伝承のため、より記憶

ができるように教説を圧縮し、比較的簡潔な分量で法典の必要項目が書かれている。そのた

め『マヌ法典』と並んでインド亜大陸の各地域で好んで受け入れられ、いくらかの著名学者

によって注釈書が書かれた2。それらの学者とは、アパラールカ（AparArka）、ヴィシュヴ

ァルーパ（ViSvarUpa）、ヴィジュニャーネーシュヴァラ（VijJAneSvara）、ミトラミシュラ

（Mi�ra MiSra）そして、シューラパーニ（ÍUlapANi）が挙げられ、とくに、AD11-12世紀

頃、ヴィジュニャーネーシュヴァラによって書かれた注釈書【Mi�】は最も有名である3。彼

は、デカンのカルヤーニ（KalyANi）を都としたチャールキヤ朝（CAlukya）ヴィクラマー

ディティヤ6世（VikramAdi�ya）の大臣であり、ダルマシャーストラに基づきながら、AD 

8世紀以後の諸注釈書を検討し、デカンの社会に適合した法規定や社会規範の体系を樹立し

た。その結果、この書は後世の法律書に大きな影響を与えた。

さらに【Mi�】に対する注解書【BAl】はAD18世紀ごろの著作で、【Mi�】の“全書的”な文

献とみなされている。この著者はベナレス在住（現ワーラーナシーVArANasI）の女性とさ

れているが、実際にはこの女性の夫、ヴァイッディヤナータ・パイヤグンダ（VaidyanA�ha 

PaiyaguNDa）であると考えられている。そして、1880年代になると【YAj】はマンドリック

（Mandlik）によって英語に翻訳され、その後注釈書、注解の英語翻訳が順々に行われた4。
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2　ダルマシャーストラにおけるサティーの観念

2－1　法典と注釈におけるサティー解釈の有もしくはその不在

【YAj】の結婚観における章では、妻は夫によって（夫が不在の場合は親族によって）守ら

れるべき存在であると述べ、女性の自立性を認めていない。本稿ではサティーの記述に関連

すると考えられる第1章75偈と86偈そして87偈に着目する。

【YAj】75偈

mR�e jIva�i vA pa�yau yA nAnyam upagaccha�i,

seha kIr�im avApno�i moda�e comayA saha.

夫の死後、あるいは生前において他の男の近くに行かない女性は、この世で名声を獲

得し、そして〔死後は〕ウマー（シヴァ神の神妃）とともに楽しむ。

【Mi�】75偈の注釈

bhar�ari jIva�i mR�e vA yA cApalyAd anyaM puruXaM nopagaccha�i5seha loke

vipulAM kIr�im avApno�i, umayA ca saha krIDa�e puNyaprabhAvA�.

夫が生きていようが死んでいようが気まぐれで他の男の人に近づかない女性は、この

世で偉大な名声を獲得する。そして〔彼女自身が積んだ〕善の影響力によってウマー

（女神）とともに楽しむ。

夫が死んでいるかどうかに関係なく、他の男性に近づかない女性が称賛されるとし、ここに

おいて、サティー（寡婦殉死）の称賛は見当たらない。

次に【YAj】86偈に着目してみると、86偈も75偈同様に、直接的にサティーに関する言及と

は結びつかず、親族から離れる妻は非難されると述べる。しかしながら、この偈に対する

【Mi�】の解釈は様々なヒンドゥー教諸文献からサティーの言及を引用し、それを称賛する。

【YAj】86偈

pi�RmA�Rsu�a bhrA�RSvaSrUSvaSuramA�ulaiH hInA

na syAd vinA bhar�rA garhaNIyA’nya�hA bhave�.

夫がいないとき〔亡くなったあと〕、父、母、息子、兄弟、義母、義父、母方の叔父
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たちから離れてはいけない。さもなければ非難されるだろう。

【Mi�】86偈の注釈

kiM ca, bhar�rA6vinA bhar�Rrahi�A pi�rAdirahi�A vA na syA�

yasmA� �adrahi�A garhaNIyA nindyA bhave�, e�ac ca brahmacaryapakXe

“mR�e bhar�ari pre�e brahmacaryaM �adanvArohaNaM vA”（25.14）

i�i viXNusmaraNA�,

又、「夫がいないとき」とは、夫なしに〔という意味〕。あるいは父などから離れては

いけない。彼から離れた女性は非難されるべきである。そしてこのことは禁欲〔重視〕

の見解において「夫が亡くなったら、彼女は禁欲あるいはともに昇るべきである。」

と『ヴィシュヌスムリティ』（25.14）〔で言われている〕から。

【Mi�】は、『ヴィシュヌスムリティ』を引用し、夫の死後は寡婦として禁欲生活を送るか、

もしくは夫の遺体の積み薪に登ること薦め、サティー（寡婦殉死）を肯定する。そして、さ

らにサティーに関する逸話を引用し、サティーをする妻は称賛され、夫と永遠に過ごせると

認める。

anvArohaNo mahAn abhyudayaH,

�a�hA ca vyAsaH kapo�ikAkhyAnavyAjena darSi�avAn---

“pa�ivra�A saMpradIp�aM praviveSa hu�ASanam �a�ra ci�rAGgadadharaM

bhar�AraM sAnvapadya�a. �a�aH svargaM ga�aH pakXI bhAryayA saha

saMga�aH karmaNA pUji�as �a�ra reme ca saha bhAryayA” i�i.

〔死によって夫と〕共に上昇することは、偉大な幸福である。そして、次のようにヴ

ィヤーサは〔メスの〕ハトの逸話で示した。夫に貞節な妻は赤々と燃える炎の中に入

った。そして多様に着飾っている夫に彼女はついて行った。そして〔オス〕鳥は妻

〔メス鳥〕とともに天国へ行って一緒になった。そして行為によって崇められた者〔オ

ス鳥〕は、そしてそこで妻とともに楽しんだと。

�a�hA ca SaGkhAGgirasau--

“�israH kotyo'rdhakoti ca yAni lomAni mAnuXe,

�Ava� kAlaM vase� svarge bhar�AraM yAnugaccha�i.”

i�i pra�ipAdya �ayor aviyogaM darSaya�aH.
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そして同様に〔聖仙〕ÍankhaとAGgiras〔の話〕において「人間の体毛〔がある限り〕つ

まり3500万年もの間、夫の死についていくもの〔妻〕は天国に住める。」と述べて、〔次に〕

二人が離れないことを示している。

-----“vyAlagrAhI ya�hA sarpaM balAd uddhara�e bilA�,

�advad uddhR�ya sA nArI saha �anaiva moda�e.

�a�ra sA bhar�RparamA s�UyamAnA'psarogaNaiH,

krIDa�e pa�inA sArdhaM yAvad indrAS ca�urdaSa.” i�i.

「蛇を捕まえる者が蛇を力ずくで穴から引っ張り出すようにそのように7引き出して彼

〔夫〕とともにかの女性は楽しむ。そこで彼女は最高の夫を得た女性としてアプサラ

ス（天女）たちに賞賛され、天国で14人のインドラが統治する間楽しむ。」と。

そして【Mi�】は、夫が生前犯した罪は、妻のサティー（寡婦殉死）によって浄化でき、そ

のようなサティー（寡婦殉死）をする女性は夫に貞節であると解釈する。

�a�hA--- “brahmaghno vA kR�aghno vA mi�raghno bhave� pa�iH,

punA�y avidhavA nArI �am AdAya mR�A �u yA.

mR�e bhar�ari yA nArI samArohedd hu�ASanaM,

sArundha�IsamAcArA svargaloke mahIya�e.

yAvac cAgnau mR�e pa�yau s�rI nA�mAnaM pradAhaye�,

�Avan na mucya�e sA hi s�rISrIrA� ka�haMcana.” i�i.

同様に8「たとえ夫がブラーフマナ殺し、あるいは恩知らず、あるいは友達殺しをし

たとしても、夫が死んだ後、炎にのぼってついていく女性は、死んだとしても罪を贖

っているので寡婦とは言わない。そのような妻は天国においてアルンダティー

（Vasishtaの妻）とともに行く人で賞賛される。そして、死んだ夫の炎によって自分

自身を焼かない限り、女性は正に女性の身体から全くどんなことをしても解放されな

い」と。

hArI�o ’pi--- “mA�RkaM pai�RkaM cApi ya�ra caiva pradIya�e,

kula�rayaM punA�y eXA bhar�AraM yAnugaccha�i” i�i,

�a�hA ----“Ar�Ar�e mudi�e hRXtA proXi�e malinA kRSA,

mR�e mriye�a yA pa�yau sA s�rI jJeyA pa�i�ra�A” i�i.
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『ハーリータ』でも、夫に従う女性は母親の先祖と父親の先祖と夫の先祖の三代の家

系を浄化する。同様に、夫に貞節である女性は、〔夫が〕苦しんでいるときは苦しみ、

〔嬉しいときは〕喜び、〔夫が〕他国へ行くときは悲惨でやせ衰え、死ぬときは死ぬべ

きであると知られる。

【YAj】は、妻は家族の「所有物」であり、女性は一生親族によって守られなければならない

として自立性を認めない。それは、夫が生きている間も死後も同様であると示されるが、サ

ティー（寡婦殉死）を称賛する直接的な言及は見当たらない。しかしながら、【Mi�】では、

多くの引用文を用いてサティー（寡婦殉死）を称賛する。サティー（寡婦殉死）をする女性

は、親族の犯した罪を浄化する作用を持ち、本来、家族に守られるべき存在であった妻は、

サティー（寡婦殉死）をすることで“家族を守る”役割を果たし、これは、自立性を認めな

い【YAj】の解釈とは異なる。

【Mi�】が依拠する文献は年代不詳が多く、サティー称賛の言及を折衷的に引用している。

その中で、【Mi�】で引用される『ヴィシュヌスムリティ』は、AD 7世紀に編纂された文献

であり9、この法典第25章では「女性の義務」が言及され、女性としての良き振る舞いの具

体例の提示、そして妻の夫に対する献身さの称賛が示される。この章では、比較的、夫の死

後の寡婦の禁欲生活について多く述べられているのに対し、【Mi�】は「積み薪に登る」と

いう記述を強調する。

また、筆者の確認するところによると、AD 3世紀以前の文献にサティー称賛の記述は見

当たらない。それ以前の文献では、夫の死後のレビレート婚（ニヨーガniyoga）が推奨され

る。例えば、ヴェーダ時代の『アタルヴァヴェーダ』（A�harva-veda）では、積み薪の上で

妻は夫の遺体のとなりに横たわり、妻はそこから降り、その後に行われる祭祀で、妻が出産

すること、育てること、富といった喜びによって彼女の人生の成功が導かれるよう祈ること

を薦める。つまり、当時は寡婦殉死することよりも再婚が勧められたということである10。

古代インドのヴェーダ聖典の一つである『リグヴェーダ』（‰g-veda）においても、妻は火

葬の薪の上で、亡き夫の遺体の傍らに横たわり、助け起こされて、その後、寡婦は亡き夫の

弟と再婚することが言及される11。そして、【YAj】においては、ニヨーガは夫の死後ではな

く、妻の不妊の場合に推奨される12。

2－2　サティー対象者に関する言及の出現

さらに【Mi�】86偈の注釈を確認する。

【Mi�】86偈の注釈
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ayaM13 ca sakala e�aM sarvAsAM

s�rINAm agarbhinInAm abAlApa�yAnAm AcaNDAlaM14sAdhAraNo dharmaH.

“bhar�AraM yA’nugaccha�i” i�y aviSeXopAdAnA�,

yAni ca brAhmaNy anugamananiXedhaparANi vAkyAni----

そしてこれは実に妊娠している者、幼子がいる者以外のチャンダーラ15に至るまでの

すべての女性たちの準則である。

「夫についていくそのような人」と例外なく言及されているがゆえに。そして〔これ

については〕、ブラーフマナの女性が夫についていくのを禁止する反論がある。

“mR�AnugamanaM nAs�i brAhmaNyA brahmaSAsanA�,

i�areXu �u varNeXu �apaH paramam ucya�e.

jIvan�I �addhi�aM kuryAn maraNAd A�maghA�inI,

yA s�rI brAhmaNajA�IyA mR�aM pa�im anuvraje�.

sA svargam A�maghA�ena nA�mAnaM na pa�iM naye�.”

i�y e�am AdIni, �Ani pR�hakci�yadhirohaNaviXayANi16,

“pR�hakci�aM samAruhya na viprA gan�um arha�i” i�i viSeXasmaraNA�17.

anena kXa�riyAdis�rINAM pR�hakci�yabhyanujJA gamya�e.

「ブラーフマナの女性は死んだ夫に〔ついて行ってはならない。〕ブラフマーの教示の

ゆえに。しかし、他の階層においては、〔夫に従って死ぬことは〕最も優れた苦行と

言われる。生きている間、女性は彼のためになることをすべきである。夫が死んだ後

は自殺をする。そのようにブラーフマナの階層の女性が死んだ夫についていくことは、

彼女は自殺〔の罪〕によって自分自身も、夫も天界に導かない」とこのように言われ

ている。

それに対して別々に葬儀の薪に昇ること〔に関しても〕反論がある。「ブラーフマナ

の女性は別々の葬儀の積み薪に昇ってついていくことはできない。」と異なった意見

を述べているがゆえに。

それによるとクシャトリャなどの女性たちは別々の葬儀の積み薪に〔昇ることが〕許

されている。

ここでは、低カーストの女性に至るまで、サティー（寡婦殉死）をすることが求められる。

通常、サティー（寡婦殉死）をするとき、夫と同じ積み薪に登ることをサハガマナ
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（sahagamana）、もしくはアヌアーローハナ（anuArohaNa）と言い、夫の葬儀の後に積み薪

に昇る、つまり別々に焼かれることをアヌガマナ（anugamana）と言う。アヌガマナは、

夫の灰や夫が身に着けていたもの、サンダルやターバンなどを抱きながら夫の遺体とは別に

殉死することを意味し、主に戦士カーストであるクシャトリャの女性のために考案されたと

考えられている。夫が戦場で死んだ場合、妻はサハガマナをすることができないことがある

からである。【Mi�】では、ブラーフマン女性のサティー（寡婦殉死）を禁止し、アヌガマ

ナが自殺の罪に値するかという議論を展開する。ブラーフマンにとって、自分の生涯を自身

で終らせると解脱を得ることはできず、それは、ブラーフマンの女性も同様であると解釈す

るからである。それゆえ、解脱を求めない女性、天界を獲得することを望まない女性にとっ

て、アヌガマナは妥当であると結論づける18。

2－3　女性の振る舞いに関する言及の具体化

【YAj】87偈では夫を喜ばせる女性が名声を獲得すると述べる。

【YAj】87偈

pa�ipriyahi�e yuk�A svAcArA viji�endriyA, seha kIr�im avApno�i pre�ya

cAnu��amAm ga�iM.

夫にとって喜ばしく、有益なことに専心し、良き振る舞いをし、感官が制御された女

性は、この世で名声を獲得し、そして死後この上ない到達点〔解脱〕を得る。

【Mi�】87偈の注釈

kiM ca, ‘priyam’ anavadya�vena manaso ’nukUlam Aya�yAM yac

chreyaskaraM �addhi�am ca ‘priyahi�am’.

pa�yuH priyahi�aM ‘pa�ipriyahi�aM’ �asmiMn ‘yuk�A’ nira�A

‘svAcArA’ Sobhana AcAro yasyAH sA �a�hok�A.

さらに又、「喜ばしいこと」とは、〔夫に対して〕欠点なく、心に適応すること（調和）

で、未来においても良きことである。

「喜ばしくかつ有益なこと」とは〔夫に対して〕喜ばしく有益なことである。それに

「専心すること」とは、満足することである。「良き振る舞い」とは、その人の振る舞

いが素晴らしいと言うことである。

以下に具体的な女性の振る舞いが引用されている。

ShobhanaS cAcAro dArSi�aH SaGkhena---
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“nAnuk�vA gRhAn nirgacchen nAnu��arIyA na �vari�aM vrajen na

parapuruXam abhibhAXe�Anya�ra vaNikpravraji�avRddhavaidyebhyaH,

na nAbhiM darSaye�, AgulphAdvAsaH paridadhyA�,

na s�anau vivR�au kuryA�, na hased aprAvR�A

bhar�AraM �adbandhUn vA na dviXyAn

na gaNikAdhUr�AbhisAriNIpravraji�AprekXaNikAmAyAmUlakuhakakArikA-

-duHSIlAdibhiH. 

sahaika�ra �iXthe�, saMsargeNa hi kulas�rINAM cAri�raM19 duXya�i” i�i.

そして、優れた振る舞い〔について〕はシャンカ20によって〔次のように〕示されて

いる。

「何も言わないで、妻は出て行ってはいけない。早く歩いてはいけない。

商人、物乞い、老人、医者以外の他の男性と会話してはいけない。

へそを見せてはいけない。服から足首が見えないようにするべきである。

女性の胸は露出してはいけない。笑〔っている姿〕を見せてはいけない。

夫あるいは彼の親族を嫌ってはいけない。

高級売春婦、悪人、非難する人、女性苦行者、預言者、魔術師、悪い心の人たちと一

緒になってはならない。

なぜなら、〔これらの者との〕交わりによって家柄の良い女性にたちの行状が汚れる

からである。」と。

‘viji�endriyA’ viji�Ani saMyami�Ani indriyANi Sro�rAdIni vAgAdIni ca

manaHsahi�Ani yayA ‘sA’21 ‘iha’ loke ‘kIr�i’ prakhyA�iM paraloke co��amAM

ga�iM prApno�i.

ayaM ca sakala eva s�rIdharmo vivAhAd UrdhvaM vedi�avyaH.

‘prAg upanayanA� kAmacArakAmavAdakAmabhakXAH’ i�i smaraNA�.

‘vaivAhiko vidhiH s�rINAm aupanAyanikaH smR�aH’ i�i ca

「制御された」とは制御された〔という意味〕。「感官」とは耳等と口等と思考器官

〔という意味〕で、それによって彼女は「ここ」即ち、「高名」を〔得〕、そして死後

この上ない「到達点」を獲得する。

そして、これが結婚後の女性の全ての義務であると知られるべきである。「ウパナヤ

ナ以前は、〔子どもは〕愛らしい行動、愛らしい話し方、愛らしい食べ方をするもの
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である。」と伝えられているがゆえに。

さらに、「結婚の儀は女性たちにとってのウパナヤナの儀式であると伝えられる」と

〔言われている〕。

上記で記したように、【YAj】87偈に対する【Mi�】の注釈では、良き妻の振る舞いが具体的

に言及される。そして、【Mi�】の注解である【BAl】においても、女性の義務について様々

な文献から列挙していることが確認できた。それは特に、『スカンダプラーナ』（Skanda-

purANa）から、夫の死後の妻の求められる行為に関して多く引用し、夫の死後は、夫につ

いていけない（いかない）妻は、禁戒を守ることで再び夫を獲得し、天界に行くことができ

るという観念22から、寡婦の振る舞い23、献納方法24が事細かに言及されていることが確認で

きる。

おわりに
本稿では、主に【YAj】とその注釈【Mi�】を中心にサティーの観念がどのように解釈さ

れているかの考察を試みた。【YAj】では、直接的にサティーを称賛する内容は見られず、妻

は「守られるべき存在」であることが述べられた。しかしながら、【Mi�】では、この偈を

サティー（寡婦殉死）の称賛と解釈し、様々なヒンドゥー教諸文献からサティーの言及を折

衷的に引用してそれを称賛する。また、【Mi�】では、ブラーフマンの女性のサティーの禁

止、サハガマナとアヌガマナの解釈、サティー（寡婦殉死）をする女性に関する言及の出現

が見られた。【BAl】も含め、それらの言及はさらに、よき女性としてのサティー（理想女

性）、サティー（寡婦殉死）の儀礼方法、断食方法などの内容が増えてきた。後世の文献ほ

ど、夫の遺体とともに妻も荼毘に付されるサティーの儀式化が進み、それを行うことができ

る女性の条件が明確に示され、さらにサティーをすることができない女性のために、寡婦の

禁欲生活について具体的な言及が述べられた。それは、言うなれば時代の変遷とともにサテ

ィーに関する観念は、抽象的な理想の女性像（サティー）の描写は具体化し、サティー（寡

婦殉死）の儀式は形式化したということが言えるのではないだろうか。

1 【BAl】の原文は入手困難のため英語翻訳を参考にした。しかし【BAl】で使用される文献の引用

文は、引用元の原文を用いて翻訳に努めた。
2 ［井狩2002：335］
3 ［VidyArNava 2003：Introduction］
4 ［VidyArNava 2003：Introduction］
5 naivopagacchati
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6 anena bhar�ur asaMnidhau pi�rAdirahi�A s�rI na bhavedi�i vidhIya�e
7 翻訳では〔苦しみの場所から夫を引き出すように〕となっている。
8 〔アンギラスにおいて次のように言われている。〕と翻訳で書かれている。
9 ［Olivelle 2009：Introduction］
10 ［Altekar 2005：118］
11 imA nArIrabidhavAH sapa�nIrAMjanena sapiXA sAMviSan�u,

 anuSravo’namI�AH sura�nA Arohan�u janayo yonimagre.

 良き夫をもち、寡婦ならざるこれらの婦人は、脂膏とサルピス（精製したバター）を身に塗れ。

涙なく、病なく、美しき宝石をつけて、妻は先立ちて〔寝〕床に登れ。

 起て、妻よ、生存者の世界に向かいて。汝は息絶えるこの者の傍らに横たわる。

 来たれ。汝の手を握りて求婚する夫と、ここに婚姻の関係に入れり。［Ⅹ.18.7-8］

 ［辻1982：250］

 この16世紀にこの『リグヴェーダ』のⅩ.18,7の最後の単語agre〔前へ〕をagneH〔火に向かっ

て〕読み変えられてサティーの典拠に示され、サティーを推奨していたという事実もある。

［Altekar 2005：117］
12 ［井狩2002：26］
13 ayaM sarvAsAM
14 ga�y an�arAbhAve sa�I�i SeXaH “AbAlApa�yAnAm” i�i pAtAn�aram,

 �a�ra ga�yan�are sa�I�i SeXaH.

 ga�y an�arAbhAveをサティーと結論する。子供も子孫も含む［女性たち］と読み、そして

ga�yan�areはサティーと結論する。
15 古代インドにおいてその存在が穢れていると考えられた賤民。
16 ci�yanvArohaNa
17 viSeXopAdAnA�
18 ［Mi� 1985：27］［VidyArNava 2003：170］
19 hi cari�raM ka
20 聖仙もしくはÍaGkhalikhi�asmR�iのどちらを示すかは詳細不明。
21 sA �a�hok�A iha ka.
22 anuyA�i na bhar�AraM yadi daivA�ka�haJcana,

 �a�rApi SIlaM saMkSyaM SIlabhaGgA�pa�a�yadhaH. 4.71

 �advaiguNyAdapi svargA�pa�iH pa�a�i nAnya�hA,

 �asyAH pi�a ca mA�A ca bhrA�Rvargas�a�haiva ca. 4.72

 pa�yau mR�e ca yA yoXidvaidhavyaM pAlaye�kvaci�,

 sA punaH prApya bhar�AraM svargabhogAn samaSnu�e. 4.73
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 もし運によっていかにしても夫について行けないのであれば、

 その場合は、正しい振る舞いを守るべきである。良き振る舞いの違反をすることによって下〔地

獄〕に落ちる。

 正にその悪徳によって、夫は天界から落ちる。

 彼女の父、母、兄弟たちも同様である。それは疑いない。

 そして、夫が死んでしまったら〔女性は〕どこにおいても未亡人の〔禁戒を〕守るべきである。

かの女性は、〔死んだ後に〕再び夫を獲得して、天界の喜びを得る。
23 vidhavAkabarIbandho bhar�RbandhAya jAya�e,

 Siraso vapanaM �asmA�kAryaM vidhavayA sadA. 4.74

 ekAhAraH sadA kAryo na dvi�IyaH kadAcana,

 �rirA�raM paJcarA�raM vA pakSavra�ama�hApi vA. 4.75

 mAsopavAsaM vA kuryAccAndrAyaNama�hApi vA,

 kRcchraM parAkaM vA kuryA��ap�akRcchrama�hApi vA. 4.76

 yavAnnairvA phalAhAraiH SAkAhAraiH payovra�aiH,

 prANayA�rAM prakurvI�a yAva� prANaH svayaM vraje�. 4.77

 夫が生きている間、妻が髪を束ねるのは夫の束縛を結果する。

 それゆえ、常に未亡人の髪の毛はばらばらにされるべきである。

 いつでも一日の食事は一回にしなさい。決して二回の食事はしてはいけない。三日の晩、ある

いは五日の晩、あるいは半月の晩に断食をすべきである。

 さらに毎月の断食、あるいはチャーンドラーヤナを行い、さらにクリッチュラパラーカあるい

は、クリッチュラタプカをすべきである。

 大麦の食事あるいは果実、野菜、ミルクなどの誓戒によって〔彼女自身の〕呼吸がおのずから

出て行くまで、生命の旅をすべきである。

 paryaGgaSAyinI nArI vidhavA pA�aye� pa�im,

 �asmAd bhUSayanaM kAryaM pa�isaukhyasamIhayA. 4.78

 na cAGgodvar�anaM kAryaM s�riyA �idhavayA kvaci�,

 gandhadravyasya saMyogo naiva kAryas�ayA punaH. 4.79

 nAdhirohedanaDvAhaM prANaiH kaNthahga�airapi,

 kaJcukaM na parIdadhyAdvAso na vikR�aM nyase�. 4.103

 apRXtvA �u su�An kiJcanna kuryAdbhar�R�a�parA,

 e�aM caryAparA ni�yaM vidhavApi SubhA ma�A. 4.104

 寝台で寝る女性の未亡人は夫を〔天界から〕落とす。

 そのため、地面で寝るべきである。夫の幸福を願って。

 そして未亡人はいかなる場合でも軟膏を身体につけてはいけない。
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 さらに彼女によっていかなる香水の使用をすべきでない。

 生命が喉にあったとしても、牛の乗り物を乗るべきでない。

 上着を着るべきでない。派手なものを着てはいけない。

 夫のことを常に考える者は息子たちに聞くことなしに何も行ってはいけない。このように務め

を常にする未亡人こそ、最高で吉兆な〔女性〕と考えられる。
24 �arpaNaM pra�yahaM kAryaM bhar�uH kuSa�ilodakaiH,

 �a�pi�us�a�pi�uScApi nAmago�rAdipUrvakam. 4.80

 viXNos�u pUjanaM kAryaM pa�ibuddhyA na cAnya�hA,

 pa�imeva sadA dhyAyedviXNurUpadharaM hariM. 4.81

 yadyadiXta�amaM loke yacca pa�yuH samIhi�am,

 �a��adguNava�e deyaM pa�iprINanakAmyayA. 4.82

 vaiSAkhe kAr��ike mAghe viSeXaniyamAMScare�,

 snAnaM dAnaM �Ir�hA�rAM viXNornamagrahaM muhuH. 4.83

 vaiSAkhe jalakumbhASca kAr��ike ghR�adIpakAH,

 mAdhe dhAnya�ilo�sargaH svargaloke viSiXya�e. 4.84

 毎日夫のために、クシャ草、ゴマ、水によって献供をなすべきである。又、彼の父、その父〔祖

父〕に対しても〔彼らの〕名前やゴートラなどを〔言いながら〕

 さらに、ヴィシュヌ神に対して夫のことを考えながら崇拝をすべきである。それをすべきである。

いつも夫こそが、ヴィシュヌ神の姿をしているハリであると観想すべきである。

 この世において最も好ましいもの、そして夫が望むものをそのよきものを、夫を満足させるた

めに徳のある者〔ブラーフマナ〕に与えるべきである。

 ヴァイシャーカ月、カールティカ月、マーガ月（vaiSAkha月、kAr��ika月、mAgha月）には特別

な規則に従うべきである。沐浴をし、喜捨をし、聖地巡礼をし、たえずヴィシュヌ神の名前を

唱えるべきである。

 ヴァイシャーカ月に水の入った水がめを、カールティカ月にギー〔でともされた〕灯火をマー

ガ月に穀物、ゴマを献納することは天界において楽を得る。〔特別な扱いをうける。〕
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The Changing Idea of Satī in Dharma-śāstra 
Focusing on Yājñavalkya-smr・ti and its annotated editions

AIKAWA, Emi

This study examines how the idea of sa�I is understood in Dharma-SAs�ra, focusing on 

YAjJavalkya-smR�i and its annotated editions.

Normally, the word sa�I conjures up the image of a Hindu wife entering her husband’s 

funeral pyre to burn alive with him. The image expresses the notion that the woman is 

willingly undergoing death out of a sense of duty and love for her husband, and in the belief 

that her self-sacrifice will bring great reward in a future incarnation to her family, clan and 

devotees. However, representations of sa�I and the meaning of the word “sa�I” can be 

different depending on the context in which it is used.

Wendy Doniger proposes that cultural change can be mapped and understood through 

textual and other studies. As a Sanskritist, she points out that the first European scholars 

of India thought that HindUs believed that everything was timeless, eternal, and unchanging. 

Offering a critique of Orientalism, she says the attitude of the early British scholars of the 

Indian civilization failed to notice the way in which HindUs did in fact recognize change（a 

term coined by Edward Said in 1978）, she highlights the shifts in which the narratives 

underwent as they were told and retold. She underscores how they continued to develop 

and to be transformed through commentary, interpretation and translation, depending 

upon the period, the habitat, and the community. In every age the story tellers have 

imparted their own understanding and idea to the text and the narratives have continuously 

undergone change. A single text has been read over centuries by different people, of 

different castes, and milieux and all along it has absorbed local, political, social and religious 

influences of each period which resulted in the broadening of the concept of “sa�I”.

Developing Doniger’s understanding of cultural change, one may assume that the 

descriptions of sa�I in Sanskrit text would also have undergone transformation. I will begin 

by presenting an alternative history of the idea of sa�I based on information drawn from 

Sanskrit texts.

Keyword：sa�I, HindU, YAjJavalkya-smR�i, Mi�AkXarA, BAlambhatta


